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総合評価落札方式の概要

予定価格の範囲内で、評価値が最も高い者を落札者とする方式のこと。

技術評価点

提案内容により、標
準点に加算点を付与。
技術提案が適切でな
い場合は、標準点を
与えない。

右図のよ
うに、「傾
き」を示す。

◇価格のみによらず、工期、機能、安全性などの価格以外の要素を含めて総合的な価値による競争を
促進することにより、談合等の不正防止が期待されるとともに、機能・品質の向上が見込まれる。

期待される効果と実施目標

全契約金額の
９割以上で実施

（件数ベース６割以上）
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試行開始
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